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1 はじめに 

1.1 本マニュアルの位置づけ 

本マニュアルでは、中小企業診断士資格の電子申請のための、マイナポータルの操作手

順等を整理します。 

 

1.2 本マニュアルの構成 

ご自身の申請内容に応じて、マニュアルの該当箇所をご確認ください。 

オンライン手続きに当たっては、「2. オンライン手続きの事前準備」をご確認の上、事前

準備をお願いします。 
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2 オンライン手続きの事前準備 

2.1 オンライン手続きに必要なもの 

オンライン手続きを行うにあたっては、以下をご準備ください。 

 マイナンバーカード ※1 

 利用者証明用電子証明書パスワード 数字４桁 ※2 

 署名用電子証明書パスワード 英大文字・数字６～16 桁 ※2 

 券面事項入力補助用パスワード 数字４桁 ※2 

 PC、タブレット、スマートフォン（PC、タブレット利用の場合には、スマートフォンによる

QR コード読み取りもしくはカードリーダライタが必要となります） 

 

※1：マイナンバーカード申請方法はこちら（https://www.kojinbango-

card.go.jp/apprec/apply/） 

※2：いずれもマイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワードとなります。 

 

2.2 利用準備 

過去に紙面により中小企業診断士として登録済みであり、今回初めてオンライン手続き

を実施する場合、オンライン手続きを行う前に初期設定申請が必要となります。初期設定

申請の詳細は「5 初期設定申請」をご参照ください。 

なお、今回新規に中小企業診断士試験に合格し、中小企業診断士として登録される

場合、初期設定申請は不要です。「4 新規登録申請」をご参照いただき、案内に従って新

規登録申請を実施してください。 

 

2.3 通知設定 

オンライン手続きの各種通知は、マイナポータルに届きます。マイナポータルに通知が届い

た際、併せてメール通知を希望する場合は以下の手順に従って設定をお願いします。なお、

本設定を行わない場合、マイナポータル上でしか通知されず、通知に気づかない可能性が

ありますため、本メール通知の設定を行うことを推奨します。 

通知設定手順：プッシュ通知 / スマートフォンを使ってプッシュ通知を受け取る | 使い

方（https://img.myna.go.jp/manual/03-13/0185.html） 

 

https://img.myna.go.jp/manual/03-13/0185.html
https://img.myna.go.jp/manual/03-13/0185.html
https://img.myna.go.jp/manual/03-13/0185.html
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3 オンライン手続きの留意点 

3.1 海外からのオンライン手続き 

マイナポータルの仕様により、海外からのオンライン手続きは行えません。ただし、保有資

格照会画面での資格情報の閲覧やデジタル資格者証のダウンロードは可能です。 

海外に転居する場合、事前に各種手続きや初期設定申請を完了させた状態で転居し

ていただくようお願いいたします。更新期限を考慮し必要に応じて事前の「休止申請」もご検

討ください。 
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4 新規登録申請 

4.1 新規登録申請の方法 

各種操作はマイナポータルの操作説明ページ

<https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0228.html>を必要に応じてご参照

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時に入力する電話番号・メールアドレスは、日中連絡がつくものをご記入ください。 

申請の各種要件や必要書類は中小企業庁 HP 

<https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html>を必要に応じてご

参照ください。 

 

① マイナポータルへログインし、トップページの<さがす>を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0228.html
https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html
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② <証明書>を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ <国家資格の登録・各種申請>を選択します。 
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④ <資格を追加する>を選択し、追加可能な国家資格一覧から、<中小企業診断士>

を選択します。 
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⑤ <手続きを始める>ボタンを選択します。 
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⑥ 「新規登録申請」の場合、<資格管理団体へ登録していない>を選択し、<次へ>を押

下します。 
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⑦ 手続きに必要なものを確認し、<次へ>を押下し、マイナンバーカードを読み取ります。 
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⑧ 読み取った情報を確認し、誤りがないことを確認してください。 

  

必ず誤りがないことを確認してください。 
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⑨ 案内に従って、申請情報を入力し、<次へ>を押下してください。 

※必ず、申請の各種要件・必要書類を満たしていることを中小企業庁 HP  

< https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html >よりご確認の

上、手続きしてください。 

 

  

必ずご自身に当てはまる登録条件を
適切に選択してください。 

申請年月日は申請日当日の日付を入力してください。 
入力を中断した場合、内容が一時保存されるため、 
申請時に申請年月日が適切なことを再度確認の上申請してください。 

【二次試験合格・実務従事 or 実務補修の場合】 

試験合格証書及び、実務補修修了証書または 

実務従事の実績証明書が必要となります。 

【中小企業診断士養成課程受講終了・中小企業

診断士登録養成課程受講終了の場合】 

養成課程修了証明書または登録養成課程修了

証明書が必要となります。それ以外の添付書類は

不要となります。 

オンライン申請において利用可能な文字は、JIS 第一水準、第二水準
（JISX0208）と補助漢字（JISX0212）となりますのでご注意ください。 

https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html
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マイナンバー情報が自動転記されます。 
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登録条件「中小企業診断士養成課程受講修了・中小企業診断士登録
養成課程受講修了」として登録申請を行う場合、必ず入力してください。 
「二次試験合格・実務従事 or 実務補習」として登録申請を行う場合に
は、入力不要です。 
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実務要件実績証明書として添付する様式を選択し、 

選択した様式に該当する「ファイルを選択する」ボタンから 

ファイルを添付してください。 

✓ 

マイナポータルの仕様上、同一の添付書類枠には 1 つの 

ファイルしか添付できません。 

同一の添付書類が複数のファイルにまたがる場合、 

申請者にて 1 つのファイルに統合の上申請するようお願いいたします。 

1 つのファイルへの統合方法は必要に応じて以下をご参照ください。 

https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/merge-

pdf.html 

✓ 

https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/merge-pdf.html
https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/merge-pdf.html
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⑩ 申請内容に誤りがないことを確認し、<次へ>を押下してください。 
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⑪ 表示された内容を確認の上、申請の同意をしてください。 
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⑫ 手順に従ってマイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与してください。 
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⑬ 申請が完了しました。 
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4.2 申請状況の確認方法 

ご提出いただいた手続きの申請状況はマイナポータルの「やること」画面から確認できま

す。 

  

登録申請 



4.2 申請状況の確認方法 
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登録申請 
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4.3 申請内容不備通知が届いた場合 

ご提出いただいた手続き内容を審査した結果、不備が見受けられた場合「申請内容不

備通知」が届きます。「申請内容不備通知」を受領した場合には不備内容を確認・修正の

上、再度手続きをお願いします。不備内容はマイナポータルの「やること」画面に記載され

ます。（操作方法は「4.2 申請状況の確認方法」参照） 
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・申請日付に誤りがあります。本日

2026/6/1 に修正してください。 

・添付書類様式 18の添付がありません。再

度添付の上提出してください。 
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5 初期設定申請 

5.1 初期設定申請の概要 

過去に紙で中小企業診断士資格に関する手続を実施したことがある場合、各種オンラ

イン手続きを実施する前に初期設定申請が必要となります。 

初期設定申請は、既存の資格情報とマイナンバーを紐づけるために必要な申請です。初

期設定申請完了後、マイナポータル上で登録情報を確認したり、中小企業診断士のデジ

タル資格者証を表示したり、オンライン手続きをしたりすることが可能となります。 

 

5.2 初期設定申請の実施タイミング 

初期設定申請は任意のタイミングで実施いただきます。ただし、初期設定申請の集中を

防ぐため、指定されたスケジュールに倣ってご対応いただくことを推奨しております。 

ａ）有効期限月の２か月前に「初期設定申請」をお願いします。 

ｂ）在住の地域により以下のスケジュール以降に従って初期設定申請を実施し

てください。 

北海道・東北   2026 年 6 月第 3 週～ 

東京    2026 年 7 月～ 

関東（東京以外）  2026 年 8 月～ 

中部    2026 年 9 月～ 

近畿    2026 年 10 月～ 

中国・四国・九州・沖縄 2026 年 11 月～ 

※ａかｂの早い予定に合わせて手続きをお願いします 

なお、初期設定の完了までに、日数がかかる場合があります。 

また、有効期限内での手続きが必要となります。 

2026 年６月更新期限の方は、できる限り 2026 年５月中に既存の紙での申請いた

だけますようお願いします。 
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5.3 初期設定申請の方法 

申請時に入力する電話番号・メールアドレスは、日中連絡がつくものをご記入ください。 

 

① マイナポータルへログインし、トップページの<さがす>を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② <証明書>を選択します。 
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③ <国家資格の登録・各種申請>を選択します。 
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④ <資格を追加する>を選択し、追加可能な国家資格一覧から、<中小企業診断士>

を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 初期設定申請の方法 

31 

 

⑤ <手続きを始める>ボタンを選択します。 
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⑥ 「新規登録申請」の場合、<資格管理団体へ登録している>を選択し、<次へ>を押

下します。 
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⑦ 手続きに必要なものを確認し、<次へ>を押下し、マイナンバーカードを読み取ります。 
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⑧ 読み取った情報を確認し、誤りがないことを確認してください。 

  

必ず誤りがないことを確認してください。 
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⑨ 案内に従って、申請情報を入力し、<次へ>を押下してください。 

 

  

登録番号が 6 桁の場合、先頭に「0」を
つけていただくようお願いします。 
（例：登録番号 123456 の場合、
0123456 と入力） 
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⑩ 申請内容に誤りがないことを確認し、<次へ>を押下してください。 

  



5.3 初期設定申請の方法 
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⑪ 表示された内容を確認の上、申請の同意をしてください。 
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⑫ 手順に従ってマイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与してください。 
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⑬ 申請が完了しました。 

初期設定申請の審査完了後、各種オンライン手続きが可能になります。 
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6 各種手続き 

本章では、各種手続きの流れを記載します。 

本省の対象となる手続は以下のとおりです。 

 登録事項の変更届出 

 更新登録申請 

 休止申請 

 再開申請 

 再登録申請 

 消除申請 ※ 

 

※オンライン手続きの対象となる消除申請は、本人からの消除申請のみです。代理人によ

る消除申請を行う場合は、中小企業庁経営支援課までお問い合わせください。詳細は

「6.5 消除申請の方法」をご参照ください。 

6.1 各種手続きの方法 

各種操作はマイナポータルの操作説明ページ

<https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0228.html>を必要に応じてご参照

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時に入力する電話番号・メールアドレスは、日中連絡がつくものをご記入ください。 

申請の各種要件や必要書類は中小企業庁 HP 

<https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html>を必要に応じてご

参照ください。 

 

https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0228.html
https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html
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① マイナポータルへログインし、トップページの<さがす>を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② <証明書>を選択します。 
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③ <国家資格の登録・各種申請>を選択します。 
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④ <中小企業診断士>を選択します。 

 

  



6.1 各種手続きの方法 
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⑤ オンライン手続きを行う手続種別を選択します。 

なお、休止中の診断士におかれましては、必ず再開申請を行ったうえでその他各種手

続きを行うようにしてください。 

 

 

  

⇒登録事項の変更届出 

⇒消除申請 

⇒更新登録申請、再登録申請 

⇒休止申請、再開申請 

各見出しと手続きの対応関係は
以下のとおりです 

⇒入力途中でオンライン手続きを
中断した場合、こちらから 
再開できます。 
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（例：「資格者証を再発行する」を選択した場合） 

「資格者証を再発行する」を選択した場合、「更新登録申請」と「再登録申請」が表示

されます。ご自身が行う手続種別を選択してください。 
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⑥ 手続きに必要なものを確認し、<次へ>を押下し、マイナンバーカードを読み取ります。 
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⑦ 読み取った情報を確認し、誤りがないことを確認してください。 

  

必ず誤りがないことを確認してください。 
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⑧ 案内に従って、申請情報を入力し、<次へ>を押下してください。 

※必ず、各種手続きの各種要件・必要書類を満たしていることを中小企業庁 HP  

< https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html >よりご確認の

上、手続きしてください。 

 

【オンライン手続きのポイント：全手続き共通_申請年月日の留意

点】 

「申請年月日」等の日付は、申請日当日の日付を入力するようご注意ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オンライン手続きのポイント：全手続き共通_利用可能な文字】 

オンライン申請において利用可能な文字は、JIS 第一水準、第二水準

（JISX0208）と補助漢字（JISX0212）となりますのでご注意ください。 

  

申請年月日は申請日当日の日付を入力してください。 
入力を中断した場合、内容が一時保存されるため、 
申請時に申請年月日が適切なことを再度確認の上申請してください。 

https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html
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【オンライン手続き時のポイント：全手続き共通_マイナンバー情報】 

氏名（漢字）、旧姓、通称名、生年月日、性別はマイナンバーカードの情報が自動転

記されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、電話番号、申請者氏名（かな/カナ）、郵便番号はマイナポータルに登録されて

いる申請者入力補助情報に登録されている情報が自動で転記されます。マイナポータル

より申請者入力補助情報を設定しておくことで、入力の手間が削減できますので必要に

応じてご活用ください。 

参考：<https://img.myna.go.jp/manual/03-11/0181.html>  
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【オンライン手続き時のポイント：更新登録申請・再開申請・再登

録申請_書類を添付する場合の留意点】 

更新登録申請、再開申請、再登録申請等のオンライン手続きにおいて、添付する書類

の様式にチェックを入れたうえで、該当する添付書類欄の「ファイルを選択する」ボタンよ

り、ファイルを添付してください。その際、同一の添付書類が複数のファイルにまたがる場

合、申請者にて 1 つのファイルに統合の上申請するようお願いいたします 

  

実務要件実績証明書として添付する様式を選択し、 

選択した様式に該当する「ファイルを選択する」ボタンから 

ファイルを添付してください。 

マイナポータルの仕様上、同一の添付書類枠には 1 つのファイルしか添付できません。 

同一の添付書類が複数のファイルにまたがる場合、申請者にて 1 つのファイルに 

統合の上申請するようお願いいたします。 

 

✓ 
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【オンライン手続き時のポイント：更新登録申請・再開申請・再登

録申請_専門知識補充要件を記入する場合の留意点】 

更新登録申請、再開申請、再登録申請等のオンライン手続きにおいて、「専門知識補

充要件（通常の更新）」を入力する場合、5 つの枠に対して日付の若い順に、それぞ

れ年・月・日の順で 8 桁の数字（YYYYMMDD）形式で入力してください。（例：

2026 年 4 月 1 日の場合、20260401）。 

 

  

日付の若い順に、それぞれ年・月・日の順で 8 桁の
数字（YYYYMMDD）形式で入力してください。 
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【オンライン手続き時のポイント：登録事項の変更届出_旧姓・通

称の併記希望の有無①併記を希望する場合】 

旧姓併記・通称併記を「希望する」場合は、それぞれ旧姓・通称がマイナンバーカード

に登録されていることが前提となります。旧姓・通称がマイナンバーカードに登録されてい

ない場合、オンライン手続きが提出できませんのでご注意ください。マイナンバーカードに旧

姓・通称が登録されていない場合、所定の自治体で旧姓・通称の登録の手続きが必要

となります。 

 

  

「希望する」を選択する場合、旧姓（変更後）にマ
イナンバーカードより旧姓が正しく表示されているこ
とを確認してください。 
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【オンライン手続き時のポイント：登録事項の変更届出_旧姓・通

称の併記希望の有無②併記を希望しない場合】 

旧姓併記・通称併記を「希望しない」場合は、それぞれ旧姓・通称がマイナンバーカー

ドに登録されていないことが前提となります。旧姓・通称がマイナンバーカードに登録され

ている場合、オンライン手続き提出後、即時に申請不備が返却されますのでご注意くださ

い。マイナンバーカードに旧姓・通称が登録されている場合、所定の自治体で旧姓・通称

の削除の手続きが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オンライン手続き時のポイント：登録事項の変更届出_メールアド

レス・電話番号の変更】 

メールアドレス、電話番号の変更は「登録事項の変更届出」から変更が実施可能となり

ます。当該項目のみであれば省令上の変更には該当しませんが、形式上、本オンライン

手続きを利用していただくものとなります。 

  

「希望しない」を選択する場合、旧姓（変更後）が
「未入力」となっていることを確認してください。 
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⑨ 申請内容に誤りがないことを確認し、<次へ>を押下してください。 
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⑩ 表示された内容を確認の上、申請の同意をしてください。 
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⑪ 手順に従ってマイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与してください。 
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⑫ 申請が完了しました。 
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6.2 申請状況の確認方法 

ご提出いただいた手続きの申請状況はマイナポータルの「やること」画面から確認できま

す。 
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6.3 申請内容不備通知が届いた場合 

ご提出いただいた手続き内容を審査した結果、不備が見受けられた場合「申請内容不

備通知」が届きます。「申請内容不備通知」を受領した場合には不備内容を確認・修正の

上、再度手続きをお願いします。不備内容はマイナポータルの「やること」画面に記載され

ます。（操作方法は「4.2 申請状況の確認方法」参照） 
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6.4 休止中の注意点 

休止中の診断士におかれましては、必ず再開申請を行ったうえでその他各種手続きを

行うようにしてください。 

また、業務再開後の残有効期間については、保有資格照会画面の「その他の情報」の

「残有効期間（再開申請後に参照）」に表記されております。保有資格照会画面の確認

方法は「7.17.1 登録事項・登録証の確認方法」をご参照ください。 

 

 

  

（再開申請後に参照） 
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なお、休止中の場合、マイナポータルにて以下のように表示されます。以下表示は正常で

すので、特段問い合わせは不要です。 

（参考：「休止中」の場合の保有資格照会画面の表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 消除申請の方法 

消除申請について、中小企業診断士本人が申請を行う場合はオンライン手続きの対象

です。 

代理人による消除申請の場合、オンライン手続きの対象外のため、中小企業庁経営支

援課までお問い合わせください。 
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7 登録事項・登録証の確認方法 

7.1 登録事項・登録証の確認方法 

登録事項は、保有資格照会画面、デジタル資格者証の 2 つの方法で確認できます。 

保有資格照会画面は、「6.1 各種手続きの方法」の④の操作にて、<中小企業診断

士>を選択すると、「登録情報」として一覧で表示されます。 

デジタル資格者証は、その下の「デジタル資格者証をダウンロードする」よりダウンロードでき

ます。なお、休止中の中小企業診断士におかれましては、保有資格照会画面のみ参照

可能となり、デジタル資格者証のダウンロードが不可能となります。デジタル資格者証をダ

ウンロードする場合、再開申請を行った後にご対応をお願いいたします。 

  

保有資格照会画面 

デジタル資格者証 
（休止中の場合ダウンロード不可となります） 
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各種オンライン手続きの結果、デジタル資格者証が発行・更新された場合、マイナポータ

ル宛に通知が発出されます。デジタル資格者証の発行・更新は申請月の翌々月上旬まで

を目安に実施されます。申請からデジタル資格者証発行・更新までお時間を要する場合が

ありますこと、ご理解ください。 

通知はメール通知も可能ですが、マイナポータルより設定が必要となります。詳細は以下

のリンク及び「2.3 通知設定」をご参照下さい。 

参考：<https://img.myna.go.jp/manual/03-13/0185.html> 

 

オンライン手続き開始前に利用されていたカード型の登録証は、オンライン手続き実施

後、デジタル資格者証に移行します。なお、オンライン手続き開始前に利用されていたカード

型の登録証は、記載された有効期限まで有効です。 それ以降は、デジタル資格者証に一

本化されます。 

また、オンライン手続きの開始に伴い、オンライン手続き開始前の休止申請時に紙面によ

り通知していた「業務再開の申請可能証書」が廃止されます。代わりに、マイナポータルの

保有資格照会画面より、再開申請可能期限、再開後残有効期間等の情報をご確認い

ただけます。 

 

それぞれで確認できる登録事項は以下のとおりです。 

表 1 確認できる登録事項 

掲載項目 デジタル資格者証 保有資格照会画面 

資格名称 〇（1 ページ目） 〇 

氏名 〇（1 ページ目） 〇 

通称名 〇（1 ページ目） ― 

生年月日 〇（1 ページ目） 〇 

交付機関 〇（1 ページ目） 〇 

登録番号 〇（1 ページ目） 〇 

登録年月日※1 〇（1 ページ目） 〇 

発行年月日※2 〇（1 ページ目） ― 

訂正・変更年月日/再発行年月日 〇（1 ページ目） ― 

旧姓 〇（2 ページ目） 〇 

有効期間（開始） 〇（2 ページ目） 〇 

有効期間（終了） 〇（2 ページ目） 〇 

業務再開申請可能期限 〇（2 ページ目） 〇 

残有効期間 〇（2 ページ目） 〇 

備考 〇（2 ページ目） 〇 

※1：旧登録証（カード型）裏面の初回登録日と同様になります。 
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※2:オンライン手続き開始（2026/6/1）前に中小企業診断士資格に関する手続を

実施したことがある中小企業診断士の場合、「発行年月日」には一律で 2026/6/1 が設

定されます。これはあくまでデジタル資格者証の発行日であり、中小企業診断士資格の有

効期限等には影響はございません。 
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8 よくあるご質問 

# 質問内容 回答 

1.  誤って申請をしてしまいました。申

請を取り消すことはできますか。 

マイナポータル上から申請を取消すること

は出来かねます。 誤って申請をしてしま

った場合は、中小企業庁経営支援課ま

でご連絡をお願いいたします。 

2.  海外に転居することになりました。

必要な手続きはありますか。 

マイナポータルの仕様上、海外からの手

続きはできません。事前に各種申請や

初期設定を完了させた状態で転居して

いただくようお願いいたします。 

詳細は「3.1 海外からのオンライン手続

き」をご参照ください。 

3.  申請を中断したいのですが、途中

まで入力した申請内容を一時保

存することはできますか。  

可能です。「保存して中断するボタン」よ

り、申請データをダウンロードしてください。

手続を再開する際には、「手続きを再開

する」ボタンより申請データをアップローし

てください。 

4.  再開申請・更新申請など複数の

オンライン手続きを同時に実施す

ることはできますか。 

一部手続きを除き、可能です。 

同時申請が可能な例１） 

必要な申請とともに、氏名・住所等の変

更が生じた場合の登録事項の変更届

出 

同時申請が可能な例２） 

休止中における残有効期間を踏まえ、

再開申請と更新申請 

5.  オンライン手続きの締め切りはあり

ますか。 

各種オンライン手続きの申請日時が締

め切り内となるように申請してください。

申請日時が締め切りを超えてしまうと、

再登録申請などの追加の手続きが必要

となる他、登録が消除となる恐れもあり

ます。不備などの対応を満了日までに行

っていただく必要もあることから余裕をもっ

て申請してください。 

6.  オンライン手続き後、デジタル資 デジタル資格者証の発行・更新は申請
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# 質問内容 回答 

格者証発行までどれくらいかかりま

すか。 

月の翌々月上旬までを目安に実施され

ます。申請からデジタル資格者証発行・

更新までお時間を要する場合があります

こと、ご理解ください。 

 

7.  デジタル資格者証の発行に伴

い、オンライン手続き開始前に利

用していたカード型の登録証を返

却する必要はありますか。 

特段登録証の返却は求めていません。

記載された有効期限までカード型の登

録証も有効となりますため、有効期限後

にご自身で処分してください。 

8.  オンライン手続き後、審査状況な

どは確認できますか。 

確認できます。詳細は「6.2 申請状況

の確認方法」をご参照ください。 

また、2 か月以上たっても状況が更新さ

れない場合、お手数ですが中小企業庁

経営支援課までお問い合わせください。 

9.  オンライン手続き導入に伴い、有

効期限が近い場合などのお知ら

せを発出してもらうことは可能です

か。 

大変申し訳ございません。マイナポータル

の仕様上、更新申請タイミングの通知な

どは対応できません。 

10.  変更届出において、申請不備が

返却されました。何を修正すれば

よいでしょうか。 

旧姓・通称の併記希望が正しく入力さ

れていない可能性があります。まずは、

「6.1 各種手続きの方法」の【オンライン

手続き時のポイント：登録事項の変更

届出_旧姓・通称の併記希望の有無】

をご確認ください。 

旧姓・通称の併記希望が正しく入力で

きている場合、お手数ですが中小企業

庁経営支援課までお問い合わせくださ

い。 

11.  オンライン手続きで利用可能な文

字を教えてください。 

オンライン手続きにおいて利用可能な文

字は、JIS 第一水準、第二水準

（JISX0208）と補助漢字

（JISX0212）となりますのでご注意く

ださい。 
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9 参考リンク集 

<中小企業庁 中小企業診断士関連情報> 

中小企業診断士に関するよくあるお問合せや、各種様式、申請・届出の手引きを掲示しています。 

URL：https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html 

 

 

<中小企業庁 中小企業診断士におけるオンライン手続の案内 HP> 

中小企業診断士におけるオンライン手続きの方法や留意点などを掲示しています。 

URL：https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/shindanshi_online.html 

 

 

 

 

https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/shindanshi_online.html
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<中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則> 

「中小企業診断士の登録及び試験に関する規則」をご確認いただけます。 

URL：https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 

 

  

https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192


10 問合せ先 

71 

 

10 問合せ先 

中小企業庁経営支援部経営支援課（中小企業診断士班） 

電話：03-3501-5801(診断士お問合せ専用ダイヤル) 

メール： bzl-sme-shindan●meti.go.jp 

    ●をアットマークに置き換えてください。 

受付時間 平日 9:30～12:00、13:00～17:00 


